
環境管理基準標準化の動きと

社会関連会計 に及 ぼす影響につ いての一考 察

富 山 茂
（大阪国 際大 学）

Ｉ
．

は じ め に

第１章では、 まず各国の環境間題への取組みを瞥見した後、 環境管理基準標準化の必腰性と

動向を探 孔 第２章では・ 第１章で述べた環境管理への関心の拡大が社会関連会計におよぼす

で あ ろ う 影 讐 に っ い て 考 察 す る。

ＩＩ． 環境管理基準標準 化の動向

１． 各 国 の 環 境 問 題 へ の 取 組 み と 関 連 情報

・ 図 １ に 各 国 の 経 済 的 手 段 に よ る 環 境 問 題 へ の取 組 み を 示 す。 経 済 的 手 段 に 限 っ て も 多く の

取 組 み 方 法 の あ る こ と に 注 目 し た い。
１〕

図 １ 各 国 の 経 済 的 手 段 に よ る 環 境 間 題 へ の 取 組 み （規 制 で は な い）
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大 気 ◎ Ｏ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

士 境 ◎

水 質 ■ Ｏ ○ ○ ○ ◎ Ｏ ○

税

金

・

課

徴

金

廃 棄 物 ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ●

困 音 ■ ● ●

ＣＯ。 ◎ ◎

容 器 預 か り 金 ● ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ■

補 助 金 ◎ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ Ｏ Ｏ

排出権許可証 ◎ （注）

（凡 例） ◎
、

○
、

・
、

無 印 は
、

そ れ ぞ れ
、

高 度
、

一 般 的
、

部 分 的 取 組 み
、

該 当 無 し を 示 す
。

基 準 ・ 制 度 の 相 連 に 加 え・ 運 用 レ ベ ル も 大 き く 異 な る 点 に 注 意 さ れ た い・

樹 米 国 の 排 出権 許 可 証 取 引 は、 １９９０ 年 改 定 の 大 気 浄 化 法 に よ り ＳＯ， 削減 の た め 実 施 さ れ て い る 制 度

で、
バ ブ ル

、
オ フ セ ッ ト

、
ネ ッ テ ィ ン グ

、
バ ン キ ン グ の ４ 方 法 が あ る

。
バ ブ ル と は 特 定 地 域 に お い て

総 量 基 準 を 設 け・ 基 準 違 成 の 困 難 な 工 場 は 余 裕 の あ る 工 場 か ら 余 力 分 を購 入 でき る 制 度。 オ フ セッ ト・

ネ ッ テ ィ ン グ は 一 っ の 地 域 あ る い は工 場 間 で の 排 出 量 の 相 殺 を 白 社 内 で認 め る制 度。 バ ン キ ン グ は基

準 以 上 の 排 出 削 減 を 行 っ た 工 場 が、 そ の超 過 分 を 「排 出 削 減 ク レ ジ ッ ト」 と し て 保 管 し、 将 来 の 自 社

生 産 拡 張 時 の 利 用 ま た は 他 社 に 議渡 す る こ と を 認 め る 制 度 を い う。 １９８５～１９８７ 年 の ＳＯ， 実 績 に よ り

排 出 権 を 割 当 て る が、 売 買 の 開 始 は ９３ 年 か ら で、 関 連 す る 排 出 規 制 が始 ま る の は ９５ 年 で あ る。
，〕
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・ 環 境 間 題 へ の 経 済 的 措 置 は 外部 不 経 済 の 内 部 化 の た め の有 力 な 手段 と さ れ る。 し か し経 済

的 措 置 相 互 の 単 純 な 比 較 は 実 施 して も効 果 は少 な い。 さ ら に環 境 問 題 に 関 して は、 多 く の

直 接 的 法 規 制 （民 事 ／ 刑 事 制 裁 金 に も関 違 す る） が 行 わ れ て い る。
９〕

・ 米 国 の 環 境 法 は １９６０ 年 代 と は 異 な り、 現 在 で は 一 般 大 衆の 関 心 事 と な っ て き た。 １９７０ 年

の 環 境 保 護 庁 の 設 置・ そ の 後 の 環 境 法 規 制 の整 備、 とく に１９８０ 年 の ス ー パ ー フ ァ ン ド 法

制 定、 １９８６ 年 資 源 保 全 再 生 法 （Ｒ Ｃ Ｒ Ａ） 改 正 に加 え・１９８６年 に は 「緊 急 計 画 及 び 住 民

の 知 る 権 利 に 関 す る 法 律」 が 制 定 さ れ、 環 境 情 報 の 開 示、 罰則 強 化 が 中 小 企 業 ま で 拡 大 し

た こ と に よ る ０
４〕

・ ヨ ー ロ ッ パ の 現 境 法制 定 は １９７０ 年 代 か ら で、 逐 次 強 化 さ れっ っ あ る。 し か し ア メ リ カ に

比 し 民 事 上刑 事 上 の リ スク は そ れ ほ ど大 きく は な い。 ま た、 ヨ ーロ ッ パの 環 境情 報 は生産 ・

技 術 情 報 と 同 様、 伝 統 的 に 企 業 管 理 情 報 の 一 部 と 考 え ら れ、 通 常、 公 的 に は開 示 さ れ て い

な い。 た だ し１９９０ 年 に Ｅ Ｃ 委 員 会 に より 環 境 報 告 情 報 に 対 す る ア ク セ ス の 公 開 指 令 が 採

択 さ れ た た め 今 後 は 加 盟 国 の 法 律 に 組 み 入 れ ら れ 開 示 が 進 む こ と に な る。
冒〕６〕

２
． 環 境 管理 基準 標 準 化 の 必 要 性 一〕

・ ヨ ー ロ ッ パ で は・ アメ リ カ の 消 費 者 に 比 べ 環 境 に 優 しい 製 晶 を よ り 積 極 的 に要 求 す る 傾 向

が あ る。 た だ し、 環 境 に 優 しい 製 品 の 製 造、 リ サ イ ク リ ング 等 を 行 う こ と は 当 該 国 ・ 企 業

の み に コ ス ト アッ プ を も た らす 可 能 性 が あ 孔 こ う した 理 由 か ら・ 製 晶 コ ス ト の 競 争 条 件

を 均 等 にさ せ る 必 要 が 出 て く る。

・ 環 境 管理 基準 の 標 準 化 は Ｅ Ｃ 統 合 に か ら み、 ま ず ヨ ー ロ ッ パ で 必腰 性 が強 調 さ れ た。 後 述

す る よう に既 に ヨ ー ロ ッ パ で は・ 国 際 的 に 適 用 で き る 環 境 管 理 ・ 監 査 シス テ ム の 標 準 や ガ

イ ド ラ イ ン が 開 発 さ れ っ っ あ る。

３ 環境管理基準標準化の現状と重カ向 ８川

①ＥＵ環境管理・監査規則

ＥＵ 現 境 監 査 規 則 の 草 案 は１９９０ 年１２月 に 公 開 さ れ た。 Ｅ Ｕ 委 員 会 の 検 討 修 正 後・ １９９３

年 ３ 月 採 択、 同 年 ７ 月 公 布 と な っ た。 Ｅ Ｃ は １９９３ 年 １１ 月、 Ｅ Ｕ と な っ た た め、 こ こ で は Ｅ

Ｕ の表 現 を と る。 な お ９３年 ３ 月 に は 規 則 名 称 に 管 理 の用 語 を 加 え て Ｅ Ｍ Ａ Ｓ と し た。 規 則

は１９９５ 年 ４月 か ら 全 加 盟 国 に 適 用 さ れ る。 こ の 制 度 は製 造 会 社 （企 業 全 体 あ る い は サ イ ト

単 位） の 自 主 的 な 参 加 を 求 め る も の で、 参 加 組 織 は次 の一 連 の 手 続 き を 実施 す るこ と になる。

ａ
．

現 境 レ ビ ュ ー の 実 施

ｂ
． 現 境 方 針 と 環 境 目 標 の 設定

Ｃ． 環 境 計 画 の 設 定

ｄ． 環 境 監 査 の 実 施



環 境 管 理 基 準 標 準 化 の 動 き と 社 会 関 違 会 計 に 及 ぽす 影 響 に つ い て の 一 考 察 （富 山） ３

ｅ． 環 境 声 明 書 の 作 成

ｆ． 公 認 環 境 検 証 人 の 行 う 「ａ ～ ｅ の内 容 が 規 則 を 遵 守 して い る か」 の 検 証、 及 び 「監 査

声明書」 の認証

９． 環 境 声 明 書 の 認証 を 受 け た サ イ トを 加 盟 国毎 の 管 轄 機 関 に 提 出 し登 録 す る

ｈ． 環 境 声 明 書 の 公 表、 参 加 声 明 の 使 用

な お、 Ｅ Ｕ 環 境 管 理 ・ 監 査 規 則 に は、 Ｉ Ｓ Ｏ 規 格 （後 出） を 想 定 した 条 文 が 折り 込ま れ て

お り、 Ｉ Ｓ Ｏ 規 格 の モ デ ルと な る 予 定 の 英 国 規 格 （Ｂ Ｓ７７５０） と も 密 接 な 関 係 にあ る。

②国際標準化機構 （ＩＳＯ） による現境管理基準の標準化

Ｉ Ｓ Ｏ と は、 各 国 の 産 業 界 が公 平 で かっ 効 率 的 な 活 動 を推 進 し、 消 費 者 に 対 し安 全 性 や利

便 性 を 提 供 で き る よ う に、 工 業 に 係 わ る 標 準 を 定 め る 機 構 で あ る。 し か し最 近 は技 術 委 員 会

（ＴＣ） １７６ 「品 質 管 理」 の 動 き に 見 ら れる よ う に、 個 別 の 技 術 に 係 わ る 標 準 に 止 ま ら ず、 企

業 の 経 営 マイ ン ドや 管 理 手 法 の 標 準 を 対象 と す る よ う に な っ て き れ

・ Ｉ ＳＯ は１９９２ 年 ６月 の 「環 境 と 発 展 に 関す る 国 連 会 議」 （地 球 サ ミ ッ ト） の提 案に 基 づき、

す べて の 国 が実 施 で き る よ う な 現 境 管 理 の 手引 書 を 早 急 に 作 成 す る こ と と な っ た。

・１９９３年 ６ 月、 Ｉ Ｓ Ｏ は 広 範 か っ 深 度 のあ る 「環 境 管 理」 や 「地 球 環 境 に 企 業 は ど の 程 度

優 しい か」 を標 準化 す る 目 的 で ＴＣ ２０７ （ＴＣ １７６ の 関 与 者 は 製 造 者 ・ 取 引 者 の み で あ る

が、 ＴＣ２０７ に は 地 域 住 民、 消 費 者 を 含 む） を 設 け 「環 境 管 理 の 国 際 標 準」 づ く り を 開 始

し た
。

・ Ｉ Ｓ Ｏ 自 体 に は強 制 力 は な い が、 こ の 規 格 が 世 界 全 体 に 及 ぷ こ と、 ま た 規 格 取 得 が商 取引

の 条 件 と さ れる 可 能 性 が 強 い 点 に 注 意 しな け れ ぱな らな い。

・１９９４ 年 ５ 月 の 第 ２ 回 全 体 会 議 で は・ 参 加 国 間 の 利 害 対 立 か ら 論 議 が 紛 糾 し・ 現 境 管 理 ・

監 査 の 完 成 予 定 を 半 年 遅 ら せ る こ と に な っ た。

・１９９５ 年 に 入 っ て 以 降・ 意 見 の相 違 点 は 解 消 して き た も の の、 細 部 の ス ケ ジ ュ ー ル は 全 般

に わ た り 遅 延 の 傾 向 に あ る。

・ 図 ２ に Ｉ Ｓ Ｏ の 「環 境 管 理 国 際標 準」 の 項 目 と 幹 事 国、 完 成予 定 日 等 を 示 す。

図 ２ 「環 境 管 理 国 際 標 準」 の 項 目 と 幹 事 国、 完成 予 定 日 等

Ｉ Ｓ Ｏ 「環 境 管 理 国 際 標 準」 の 項 目 幹 事 国 完 成 予 定 日 予 定 変 更 日

環 境 管 理 シ ス テ ム （Ｅ Ｍ Ｓ） イ ギ リ ス １９９４
．
ｉ２ １９９５

．
６ 発 効 ９６

．
１

環 境 監 査 （Ｅ Ａ） オ ラ ン ダ １９９４．１２ １９９５． ６ 発 効 ９６
．

１

環 境 ラ ベ ル （Ｅ Ｌ） オ ー ス ト リ ヤ １９９６
．
１ １９９６．

１ 以 降

環 境 パ フ ォ ー マ ン ス 評 価 （ Ｅ Ｐ Ｅ） ア メ リ カ １９９６－９８ １９９８
．

以 降

製 品 ラ イ フ サ イ ク ル ・ ア セ ス メ ン ト（ Ｐ Ｌ Ｃ Ａ） フ ラ ン ス １９９６－９８ １９９８
．

以 降

用 語 と 定 簑 （Ｔ ＆ Ｄ） ノ ルウ ェ ー 未 定
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・ 環 境 監 査 は Ｅ Ｍ Ｓ の 一 現 と して 機 能 し、 管 理 を強 化 す る 役 割 を 持 っ。

・ 環 境 監 査 に 「サ イ ト ア セ ス メ ン ト」 が含 ま れ る こ と に な っ た。 こ れ は土 地 取 引 時 に 監 査 が

関 与 す る 必 要 性 が 高 ま る こ と を 意 味 す る。

・ 現 境 監 査 に 「パ フ ォ ー マ ン ス 項 目」 を 加 え る こ と に な っ た。 こ の こ と は、 情 報 公 開 用 の

「環 境声 明 書」 や 「現 境 ラ ベ ル」 に も影 響 して く る。

・ 「環 境 ラ ベ ル」 は 製 晶 の 現 境 へ の影 響 を 表示 す る も の で、 次 の ３っ に区 分 さ れ る。

第 三 者 機 関 によ り 証 明 ・ 認 証さ れ る も の。

事業者が自社製品等の環境要素について自己主張するもの。

第三者である分析機関による証明等を用いて現境要素を自己主張するもの。

・ 「環 境 パ フォ ー マ ンス 評価」 と は 企 業 の 経 済 活 動、 製 晶、 サ ー ビス が 現 境 に 及 ぼ す 影 響 の

総 合 的 評 価 を い う。

・ 「製 晶 ライ フ サ イ ク ル ・ ア セ スメ ント」 と は 製 品 がそ の ライ フ サイ ク ル の 期 間 中 に 環 境 に

与 え る 影 響 の 解 析 と
、 そ の 影 響 を 最 州 ヒす る た め の 評 価 方 法 を い う。

③国際標準化機構 （ＩＳＯ） とＥＵ規則・ 日本工業規格との関係

１９９４ 年 ９月 に ウ イ ー ン で 開 催 さ れ た Ｉ ＳＯ 技 術 委 員 会（ＴＣ ２０７）で は、 産 業 界 と く に 米 国

の 意 向 を 反 映 して、 結 果 の 情 報 公 開 す ら明 確 に は 位 置 付け られ て いない 犬ま かな 原案 に 止まっ

た。 し か し９５ 年 に 入 り、 前 述 し たよ う に 米国 が 従 来 の 主 張 を Ｂ Ｓ７７５０ に近 い も の に 変 え て

き た た め、 ９６ 年 に は Ｅ Ｍ Ａ Ｓ ・ Ｂ Ｓ７７５０ と も Ｉ Ｓ ０ に 吸 収 さ れ る 公 算 が 強 ま っ て き た。

日 本 工 業 規 格 （Ｊ Ｉ Ｓ） も Ｉ Ｓ Ｏ の 発 効 と 同 時 に 導 入 さ れ る 見 込 み。 た だ し、 Ｊ Ｉ Ｓ が 環

境 監 査 の よ う な 企 業 の 社 会 的 貢 任 ま で を 扱 う の は 妥 当 か と の 疑 問 も 出 て い る。

（参考）

１． Ｅ Ｍ Ａ Ｓ の 適用 と 実 施 に つ い て

ＥＭ Ａ Ｓ は Ｅ Ｕ 圏 内 に あ る サイ ト を 対 象 と した 法 律 で、 自 主 的 な が ら １９９５ 年 ４ 月 よ り 実

施 さ れ る。 し か し、 現 在 の 実 施 見 通 し は、 大 企 業 で も ５ ％ 程 度 に 止 ま る と い う。 企 業 が 環 境

声 明 書 の 公 表 を 嫌 っ て い る ほ か、 制 度 上 の 準 備 も全 般 に 遅 れ て い る。 な お、 法 律 で あ る の に

自 主 的 参 加 と し た の は企 業 は 必 ず 実 施 す る と 考 え た か ら で あ り、 参 加 が 不 十 分 な ら ぱ強 制 さ

れ る と い わ れ て い る。

２． わ が 国 の 標 準 化 へ の 制 度 的 対 応 に つ い て

ま ず、 電 機 業 界 は９４ 年 １１ 月、 ㈱ 日 本環 境 認 証 機 構 （ＪＡ Ｃ ０） を 設立 した。 Ｊ Ａ Ｃ Ｏ は

英 国 認 定 機 関 か ら９５ 年 内 に Ｂ Ｓ７７５０ の 認 証 機 関 と して 認 定 を受 け る と し て い る。

一 方、 ９５年 ２ 月 に は 日 本 晶 質 シ ス テ ム 審 査 登 録 認 定 協 会 （Ｊ Ａ Ｂ） が 設 置 さ れ た。 Ｉ Ｓ

０ の 発 効 と と も に、 Ｊ Ａ Ｂ が Ｉ Ｓ Ｏ 認 証 機 関 を 認 定 す る 機 関 と し て の 作 業 を 開 始 す る。 Ｊ Ａ

Ｃ ０ を 始め 幾っ か の 関 連 機 関 が 認 定 を 申 請 す る こ と に な ろ う。
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皿． 社会関連会 計に及ぽす影響

１． 社 会 関 連 会 計 の 概 念

最近の社会関連会計は企業榎念と主権の在り方の検討を中心テーマとしているが、 本章では

問題を社会関連会計概念における制度会計との係わりにしぼって概観したのち、 環境情報との

関 連 に お い て実 務 的 な 考 察 を 試 み る。

社 会 関 連 会 計 概念 を大 別 す る と 次 の 二 っ の 流 れ に 区 分 で き よ う。
１①

①制度会計との接続を図り、 企業の利益計算と結び付きながら企業の社会に対する支出額を

計 算 す る も の。 こ の 方 法 に は 企 業 の 支 出 に 係 わ ら な い 社 会 的 便 益 や 社 会 的 費 用 に つ い て は

対 象 と しな い欠 点 が あ る。

②制度会計を離れ、（社会的費用と便益を算出し） 広く社会に対する純貢献額を計算しよう

と す る も の。 社 会 的 便 益 と 社 会 的 費 用 の い ず れ も 概 念 的 に 明 確 で なく 計 算 も 困 難 であ る こ

と、 お よ び、 個 別 企 業 の 目 的 で あ る 利 益 概 念 と も 隔 絶 し て い る と い う 難 点 が あ る。

２． 環境情 靱こ関する国際的動向と社会関連会計との麗係

こ こ で は 現 境 情 報 の 開 示 等 に 関 す る 動 向 を 概 説 し 上記 ① ② の 関 係 に お い て 考 察 を 加 え る。

ａ． １９９３ 年 現 在、 米 国 証 券 取 引 委 員 会 （Ｓ Ｅ Ｃ） は 上場 企 業 に 対 し、 環 境 関 連 の 支 出 を 次

の よ う に １Ｏ－Ｋ 報 告 書 の な か で 表 示 す る よ う 要 求 し て い る …〕

各 種 の 環 境 法 の 道 守 が、 企 業 の 資 本 支 出、 収 益、 競 争 状 態 に 重 犬 な 影 響を 及 ぼす場 合 は、

そ の 旨 を 開 示 しな け れ ぱ な ら な い。 ま た、 主 要 な 現 境 対 策 関係 の 設 備 投 資 に つ い て も、

当 該 期 と 翌 期 以 降 の見 込 額 を 開 示 し な け れ ぱな ら な い。 環 境 関 連 で、 行 政 上 ま た は 司 法

上 の 重 要 な 訴 訟 を 受 け て い る 場 合 は、 そ の 経 緯 や 今 後 の 見 通 し を 開 示 す る こ と。

開 示 す べ き 情 報 の 例 を 以 下 に 示 す。

・企業の営業または財務状態に重要な影響を及ぼす場合

・ 係 争 金 額 が 子 会 社 を 含 め た 流 動 資 産 の １Ｏ％ を 超 え る 場 合

・政府機関が当事者であり、 企業が罰金等を支払う可能性がある場合

こ の 内 容 は 上 記 の ① の 趣 旨 と 一 致 す る も の と 考え る。

ｂ． 国連経済社会理事会の下部機関である多国籍企業委員会の 「国際会計・報告基準専門家

政 府 闇 作 業 部 会」 はｉ９８９ 年 ３月 環 境 情 報 開 示 に 関 し次 の 指 摘 を 行 っ た。
蜆）１３） 舳）

「適 切 な ’現 境 保 議 会 計｝ が、 内 部 管 理 者、 政 府 及 ぴ 一 般 市 民 に と り必腰 とさ れ てお り、

そ の た め に は、 従 来 の 伝 統 的 な ’会 社 の 会 計 ・報 告 の 範 囲” を 再 検 討 す べ き で あ る」

し か し、 財 務 諸 表 の 基 本 的 構 造ま で を 変 更 し新 し い 体 系 を 準備 す る に は 時 間 が か か る と

の サ ー ベイ 結 果 か ら、 現 行 の 財 務 報 告 の 構 造 の 中 で 環 境 情 報 の 開 示 を 図 る こ と と し た。

１９９１ 年、 こ の 作 業 部 会 は 次 の よ う な 提 案 を 行 っ た。
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企 業 が 年 次 報 告 書 の 中 で 報 告 す べ き 項 目 に つ いて の ガイ ドライ ン

取 縞 役 会 報 告 や マ ネ ー ジメ ン ト ・ デ ィ ス カ ッ シ ョ ン に お い て 開 示 す べ き 項 目

財務諸表の注記事項の中で開示すべき環境関連項目

こ れ ら の 内 容 が 上 記 の ① に 近 い こ と に 注 目 し た い。 な お、 委 員 会 は 現 行 会 計 モ デ ル外 の

体 系 と し て、 持 続 可 能 な 発 展 の た め の 会 計 （環 境 の 提 供 す る サ ー ビス、 排 泄 物 吸 収 機 能

の 評 価 に 重 点 を お く） あ る い は 国 民 所 得 レ ベ ル で の 環 境 会 計 の 検 討 も 行 っ て い る。

ｃ． Ｇ Ｎ Ｐ を 環 境 劣 化 や 資 源 枯 渇 等 の 現 境 上 の 要 素 を 帰 属 計 算 す る こ と に よ っ て修 正 し た指

標 を グリ ー ンＧ Ｎ Ｐ と 呼 ぷ が、 環 境 と 経 済 を 統 合 し、 マ ク ロ 的 に 評 価 す る こ と か ら、 環

境 に 関 す る 経 済 政 策 の立 案 に 役 立 つ と さ れ て い る。 １９９２ 年、 国 連 統 計 局 は グ リ ー ン Ｇ

Ｎ Ｐ の 開 発 作 業 と して、 「環 境 経 済 統 合 勘 定」 と 題 す る手 引 書 を 作 成 し
、 主 要 ８ カ 国 に

「環境経済統合勘定」 指標作成のとりまとめを依頼した。 ここでは環境勘定を国民経済

計 算 体 系 の 中 に サ テ ライ ト 勘 定 （サ テ ライ ト 勘 定 と は、 Ｇ Ｎ Ｐ を 使 用 しな が ら、 こ れ を

楠 完 す る た め に 作 成 す る 現 境 勘 定 を い う。 各 経 済 主 体 の 環 境 管 理 支 出 のフ ロ ー、 自 然 環

境、 人 間 活 動 が 環境 に 対 し て も た らす 損 害 の 価 格 等 を 含 む） と し て含 め る 方 向 が 明 ら か

に さ れ、 現 在・ 次 の 事 項 に 関 す る 手 法 の 検 討 が 行 わ れて い 孔

環 境 に 与 え た 損害 に 対 し て 支 出 さ れ た 修 復 と 保 議 のた めの 費 用

その費用を支出した後に残る環境の質の低下に対する貨幣的評価額

森 林 等 の 自然 資源 の 減 少 や 劣 化 に 関 す る 資 本 減少 分 の 評価 崎〕

社 会 的 費用 や社 会 的 便 益 そ の もの の 評 価 は極 め て 主 観 的 で あ り 限 界 が あ る。 しか しこ こ

に 示 し た内 容 は、 対 象 を しぼ れ ぱ 社 会 的 費 用 の う ち で も 比 較 的 算 出 し や す い よ う に 思 わ

れ る。 一方・ 社 会 的 便 益 で も・ 例 え ぱ 日 本 農 林 業 の 外部 経 済 効 果 の 算 出 例 も あ り、
’τ〕 こ

れ ら の マク ロ 的 研 究 成 果 が 上 記 ② に お け る ミク ロ レベ ル の 計 算 に 役 立 っ 場 合 もあ ろ う。

た と え ぱ・ 熱 帯 林 が ＣＯ・の 吸 収 に 貢 献 し・ かっ 生 物 多 様 性 保 謹 の 資 産 で あ る こ と を 意

識 し て の木 材 の 価 格 設 定 が 行 わ れ る こ と も 考 え ら れ る。 こ の よ う に、 グリ ー ンＧ Ｎ Ｐ の

検 討 は、 価 格 等 に 環 境 の 評 価 を 織 り 込 む の に 有 効 な 場 合 も あ り、 ① の 方 法 で は対 象 外 と

さ れ、 ② で は 計 算 が 困 難 と さ れ た 社 会 的 便 益 や 社 会 的 費 用 を、 価 格 設 定 ・ 課 税・ 罰 過 金

等 を 通 じ て、 部 分 的 な が ら企 業 の 収 支 計 算 に 取 り 込 む 契 機 と な る の で な か ろ う か。

ｄ． Ｐ Ｌ Ｃ Ａ 手 法 等 に よ る 環 境 情 報 の 解 析 に 加 え、 欧 米 先 進 諸 国 に お け る 情 報 開 示 の動 向 に

つ い て は す で に 述 べ れ こ れ ら は 上 記 の ａ， ｂ， ｃ と の 関 遵 も あ っ て ① の開 示 レ ベ ル の

上昇と②における概念の明確化や計算の可能性の向上に貢献することになろ ㌔

ｅ． こ れ ら の 検 討 の 結 果、 ① の制 度 会 計 に よ る 利 益 計 算 と 結 び付 け な が ら、 進 展 す る 環 境 情

報 の 開 示 と 各 種 の 解 析 結 果 を 利 用 して、 ② に よ る 社 会 に 対 す る 貢 献 額 を 逐 次 取 り 込 む こ

と が 徐 々 に 可 能 に な る と み た い。 社 会 関 連 会 計 と の 係 わ り か ら は、 会 計 の ア カ ウ ンタ ビ

リ テ ィ 概 念、の 拡 大 を 実 務 的 に 支 援 す る こ と に な 孔
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３． 社 会 関 連 会 計 へ の 期 待

前述の１９８９年 「国際会計・報告基準専門家政府間作業部会」 による適切な 「環境保護会計」

の 必 要 性 の 指 摘 と、 そ の 後 の 各 国 の活 動 に 見 る よ う に、 社 会 関 連 会 計 へ の要 望 は 今後 着実 に 高

ま る も の と 思 わ れ る。 社 会 関 遵 会 計 に は 企 業 が 経 済 活 動 の 主 要 な 担 い手 と し て社 会現 境 の 保 全

に 積極 的 な 役割 を 果 た す こ と の 重 要 性 を 関 係 者 に 十 分 徹 底 さ せ る 役 割 が期 待 さ れ て い る。

社会 関連 会計 は拡 充さ れ た ア カ ウ ンタ ビ リ テ ィ を 果 た す 企 業 会 計 に よ っ て、 組 織 の 環 境 に 関

す る意 思 決 定 に あ た り社 会 的 帰 結 に も と づ い て 考 慮 す る よ う に 動 機 づけ て、 そ の 過 程 の 改 善 に

役 立 っ と と も に、 最 終 的 に は 企 業 の 環 境 業 績 を 測 定 し て、 外 部 に 報 告 す るた めの 継 続 し て 比 較

可 能 な 基 礎 の提 供 に 貢 献 す る 必 要 が あ る と 考え る。
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概念 の 拡 大 が 必 要 と の 見 解 を 表 明 して い る

１４） 大橋 慶 士 「国 連 の 環 境 会 計 ガイ ダ ンス ー 多 国 籍 企 業 の 環 境 情 報一」 『環 境 監 査 の 研 究』 日 本 監 査 研 究

学 会 １９９４ 年 ７月 ３ 日、 ３４～４１ ぺ 一 ジ

１５） 前掲 ・ 大 蔵 省 財 政 金 融 研 究 所 「環 境 保 全 型 の 経 済 発 展 の 在 り 方」 １２４ ぺ 一 ジ

１６） 同上 書 １５～１６ ぺ 一 ジ
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１７） 同 上 書 １１３ ぺ 一 ジ

・ 外 部 経 済 効 果 の 代 替 法 に よ る 評 価 結 果 と し て、 １９８２ 年 に は 農 林 水 産 省 が 農 用 地 機 能 を １２１
，
７００ 億

円 （１９８０ 年 分） １９９１ 年 に は 三 菱 総 研 が 水 田 機 能 を ４６，６７６ 億 円 （１９８５ 年 分） と 発 表 し て い る

働 前 半 の 環 境 管 理 基 準 標 準 化 の 動 向 にっ い て は、 状 況 の 変 化 が 大 き い た め 紙 数 の 範 囲 内 で、 第 ７ 回大

会 発 表 内 容 の 一 部 削 除 と 補 足 を 行 っ て あ る。


